
別添1  

医科診療報酬点数表に関する事項  

＜通則＞  

11人の患者について療養又は医療の給付に要する費用は、第1草基本診療科及び第2車特掲診  

療科又は第3孝介讃老人保健施設入所者に係る診療科の規定に基づき算定された点数の総計に10  

円を乗じて得た額とする。   

2 基本診療科は、簡単な検査（例えば、血圧測定検査等）の費用、簡単な処置の費用等（入院の  

場合には皮内、皮下及び筋肉内注射及び静脈内注射の注射手技料等）を含んでいる。   

3 特掲診療科は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用  

を含んでいる。   

4 基本診療科に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療科の施設基準等（平成18  

年厚生労働省告示第93号）」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。   

5 特掲診療科に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療科の施設基準等（平成18  

年厚生労働省告示第94号）」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。  
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